
（平成２６年３月１９日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認近畿地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 2 件



近畿（兵庫）国民年金 事案 6695 
 
第１ 委員会の結論 
   申立人の平成元年 12 月、２年１月及び同年３月の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 
第２ 申立の要旨等 
  １ 申立人の氏名等 
    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和 40年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年 12月及び２年１月 

           ② 平成２年３月 

  私は、昭和 63 年６月に会社を退職後、Ａ県Ｂ市役所において国民年金の

加入手続を行った。 

  当時の国民年金保険料は、ある程度定期的に納付していたことから、申立

期間①及び②の保険料についても、送付のあった納付書を用いて自宅近くの

金融機関の窓口において、保険料月額として 8,000円から１万円弱の金額を

納付したと思う。   

  申立期間①及び②当時、国民年金保険料を納付できない事情は無かったこ

とから、納付書が送付されてくれば必ず納付していたはずであり、当該期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

Ｂ市において平成元年２月１日に払い出されており、当該手帳記号番号払出時

期からみて、申立期間の国民年金保険料は現年度納付及び過年度納付が可能で

ある。 

 また、申立期間①及び②は合わせて３か月間と短期間である上、申立人は、

国民年金被保険者資格を取得して以降、第３号被保険者になるまでの国民年金

被保険者期間について、申立期間①及び②を除き国民年金保険料の未納期間は

無く、申立人の納付意識の高さがうかがえる。 

 その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

  

  



近畿（和歌山）厚生年金 事案 14710 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険

者資格取得日に係る記録を平成９年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を 17万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住    所 ：  

    

    

   

 

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 11月１日から同年 12月２日まで 

年金事務所から、「年金加入記録に未加入期間がある。」との知らせを

受け確認したところ、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無いことが

分かった。  

申立期間においては、同じ会社であるＢ社（平成９年 11 月＊日にＡ社に

合併、解散）とＡ社に勤務していたのに厚生年金保険の加入記録が無いこ

とに納得がいかない。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人及び複数の同僚の陳述から判断すると、申立人は、申立期間におい

て、Ｂ社又はＡ社に正社員として勤務していたことが認められる。 

また、オンライン記録によると、申立人と同様に、平成９年 11 月１日にＢ

社において厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同年 12 月２日にＡ社にお

いて被保険者資格を取得している者が多数確認できるところ、このうち、申

立人と同職種の同僚から提出された申立期間と同じ期間に係る給与明細書及

び当該同僚の陳述から判断すると、当該同僚は、当該期間に係る厚生年金保

険料を同社の事業主により給与から控除されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社の総務担当者が、｢申立期間当時、各地に所在する従業員に係

る社会保険及び給与計算業務は、当該各地ではなく、Ｃ地区はＤ県、Ｅ地区



はＦ県の２か所で集中処理していた。」旨陳述しているところ、申立期間に

おいて、前述の給与明細書を提出した同僚及び申立人と同じ勤務地で一緒に

仕事をしていたとする同僚を含む複数の同僚は、｢申立期間当時、給与計算業

務はＦ県で行われていた。｣旨陳述していることから、申立人の申立期間に係

る厚生年金保険料控除等の給与計算についても、当該同僚と同様の取扱いが

されていたものと考えられる。 

加えて、Ａ社の前述の総務担当者は、｢申立期間当時、給与は末締めの翌月

10 日支払で、厚生年金保険料は当月控除であった。｣旨陳述しているところ、

商業登記の記録によると、Ｂ社は、平成９年 11 月＊日にＡ社に合併し解散し

ており、申立期間に係る給与支払時点には存在していない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料をＡ社の事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社における平

成９年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、17 万円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は納付したか否かは不明としているものの、厚生年金保険の記

録におけるＡ社の被保険者資格取得日が雇用保険の記録における被保険者資

格取得日と同日となっており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が

誤って同じ日を資格取得日として記録したとは考え難いことから、事業主が

平成９年 12 月２日を厚生年金保険の被保険者資格取得日として届け、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の厚生年金保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14711 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険

者資格取得日に係る記録を平成９年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 18万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

住    所 ：  

    

    

   

 

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 11月１日から同年 12月２日まで 

年金事務所から、「年金加入記録に未加入期間がある。」との知らせを

受け確認したところ、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無いことが

分かった。  

私は、Ｂ社に正社員として入社した。申立期間においては、同社（平成

９年 11 月＊日にＡ社に合併、解散）からＡ社に社名が変更されたが継続し

て勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人及び複数の同僚の陳述から判断すると、申立人は、申立期間におい

て、Ｂ社又はＡ社に正社員として勤務していたことが認められる。 

また、オンライン記録によると、申立人と同様に、平成９年 11 月１日にＢ

社において厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同年 12 月２日にＡ社にお

いて被保険者資格を取得している者が多数確認できるところ、このうち、申

立人と同職種の同僚から提出された申立期間と同じ期間に係る給与明細書及

び当該同僚の陳述から判断すると、当該同僚は、当該期間に係る厚生年金保

険料を同社の事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

さらに、Ａ社の総務担当者が、｢申立期間当時、各地に所在する従業員に係

る社会保険及び給与計算業務は、当該各地ではなく、Ｃ地区はＤ県、Ｅ地区



はＦ県の２か所で集中処理していた。」旨陳述しているところ、申立期間に

おいて、前述の給与明細書を提出した同僚及び申立人と同じ勤務地で一緒に

仕事をしていたとする同僚を含む複数の同僚は、｢申立期間当時、給与計算業

務はＦ県で行われていた。｣旨陳述していることから、申立人の申立期間に係

る厚生年金保険料控除等の給与計算についても、当該同僚と同様の取扱いが

されていたものと考えられる。 

加えて、Ａ社の前述の総務担当者は、｢申立期間当時、給与は末締めの翌月

10 日支払で、厚生年金保険料は当月控除であった。｣旨陳述しているところ、

商業登記の記録によると、Ｂ社は、平成９年 11 月＊日にＡ社に合併し解散し

ており、申立期間に係る給与支払時点には存在していない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料をＡ社の事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社における平

成９年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、18 万円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は納付したか否かは不明としているものの、厚生年金保険の記

録におけるＡ社の被保険者資格取得日が雇用保険の記録における被保険者資

格取得日と同日となっており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が

誤って同じ日を資格取得日として記録したとは考え難いことから、事業主が

平成９年 12 月２日を厚生年金保険の被保険者資格取得日として届け、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の厚生年金保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



近畿（奈良）厚生年金 事案 14712 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険

者資格取得日に係る記録を平成９年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を 34 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 38 年生

 住    所 ：  

   

    

  

 

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 11 月１日から同年 12 月２日まで 

年金事務所から、「年金加入記録に未加入期間がある。」との知らせを

受け確認したところ、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無いことが

分かった。  

私は、申立期間において、継続してＡ社に雇用されており、給与から厚

生年金保険料も控除されていたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 商業登記の役員の記録並びに申立人及び複数の同僚の陳述から判断すると、

申立人は、申立期間において、Ｂ社又はＡ社に継続して勤務していたことが

認められる。 

また、オンライン記録によると、申立人と同様に、平成９年 11 月１日にＢ

社において厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同年 12 月２日にＡ社にお

いて被保険者資格を取得している者が多数確認できるところ、このうち、申

立人と同職種の同僚から提出された申立期間と同じ期間に係る給与明細書及

び当該同僚の陳述から判断すると、当該同僚は当該期間に係る厚生年金保険

料を同社の事業主により給与から控除されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社の総務担当者が、｢申立期間当時、各地に所在する従業員に係

る社会保険及び給与計算業務は、当該各地ではなく、Ｃ地区はＤ県、Ｅ地区



はＦ県の２か所で集中処理していた。」旨陳述しているところ、申立期間に

おいて、前述の給与明細書を提出した同僚及び申立人と同じ勤務地で一緒に

仕事をしていたとする同僚を含む複数の同僚は、｢申立期間当時、給与計算業

務はＦ県で行われていた。｣旨陳述していることから、申立人の申立期間に係

る厚生年金保険料控除等の給与計算についても、当該同僚と同様の取扱いが

されていたものと考えられる。 

加えて、Ａ社の前述の総務担当者は、｢申立期間当時、給与は末締めの翌月

10 日支払で、厚生年金保険料は当月控除であった。｣旨陳述しているところ、

商業登記の記録によると、Ｂ社は、平成９年 11 月＊日にＡ社に合併し解散し

ており、申立期間に係る給与支払時点には存在していない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料をＡ社の事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社における平

成９年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、34 万円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は納付したか否かは不明としているものの、厚生年金保険の記

録におけるＡ社の被保険者資格取得日が雇用保険の記録における被保険者資

格取得日と同日となっており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が

誤って同じ日を資格取得日として記録したとは考え難いことから、事業主が

平成９年 12 月２日を厚生年金保険の被保険者資格取得日として届け、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の厚生年金保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14713 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和 48 年 11 月 30 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 12 万 6,000

円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 11月 30日から同年 12月１日まで 

  平成 25 年３月に年金記録確認香川地方第三者委員会（当時）から「同僚

等の年金記録に係るお問い合わせ」が届いたので、年金記録を確認したと

ころ、私も同様に、昭和 48年 11月 30日にＡ社Ｂ出張所において資格を喪

失し、同年 12 月１日に同社本社において資格を再取得した記録となってお

り、申立期間の１か月間が未加入期間となっている。 

  しかし、私は、申立期間においてもＡ社に継続して勤務していたので、

調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された給料支給明細書、Ａ社の事業を承継したＣ社Ｄ工場

から提出された申立人に係る辞令簿及び複数の同僚の陳述から判断すると、

申立人は、申立期間においてもＡ社に継続して勤務し（Ａ社Ｂ出張所から同

社本社に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

 なお、異動日については、前述の辞令簿において、申立人の申立期間当時

の所属は「業務部」と記されており、Ｃ社Ｄ工場は、当該部署がＡ社本社の

部署か同社Ｂ出張所の部署かは不明である旨回答しているものの、申立期間

当時の同社Ｂ出張所の社会保険事務担当者は、「当時、給与計算事務は本社

で一括して行っていた。」と陳述している上、同社Ｂ出張所に係る健康保険

  



厚生年金保険被保険者名簿によると、同出張所は昭和 48年 11月 30日に厚生

年金保険の適用事業所でなくなっていることを踏まえると、同日以降は、同

社本社において被保険者資格を有するものと考えられることから、同社本社

における資格取得日を同日とすることが妥当である。 

  また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行われる

のは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月

額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

  したがって、申立期間の標準報酬月額については、前述の申立人に係る昭

和 48 年 11 月分の給料支給明細書において確認できる報酬月額から、12 万

6,000円とすることが妥当である。 

  なお、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

 

 

 



近畿（奈良）国民年金 事案 6696 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成９年２月から 10年３月までの期間及び 11年６月から 14年６

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成９年２月から 10年３月まで 

           ② 平成 11年６月から 14年６月まで 

私は、国民年金の加入手続を行った記憶は無いが、納付書が送られてき

たので、月単位で国民年金保険料を金融機関で納付しており、申立期間の

うち、平成９年度及び 12年度については、半年分か１年分かは覚えていな

いが、一括で納付した記憶がある。 

申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることは納得でき

ないので、調査の上、記録を納付済みに訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は、月単位あるいは一括して国民年金

保険料を金融機関において納付したと陳述しているが、納付対象期間及び納

付額などの記憶は定かでなく、これら全ての領収証書は所持していないとし

ており、納付に係る具体的な状況は不明である。 

また、Ａ県Ｂ市の平成８年度、９年度、12年度及び 13年度の各年度に係る

国民年金収滞納一覧表には、申立期間①の全期間及び申立期間②のうち、平

成 12 年４月から 14 年３月までの期間について国民年金保険料の未納を示す

記号「Ｘ」が記載されており、同市の平成 11年度の当該収滞納一覧表には申

立人の氏名は見当たらず、これらは、申立人に係るオンライン記録における

国民年金被保険者資格取得時期及び保険料納付の状況と符合する。 

さらに、申立人に係るオンライン記録を見ると、平成 11年３月８日付けで

国民年金保険料の過年度納付書が作成されているところ、当該作成時点にお

いて、申立期間①が過年度納付可能な期間に当たることから、当該納付書は



申立期間①についてのものと推認され、申立人は、当該納付書により申立期

間①の保険料を納付することが可能であったと考えられるが、社会保険事務

所（当時）から送付された納付書を用いて保険料を納付した記憶は無いとし

ている。 

加えて、申立期間①及び②については、基礎年金番号制度が導入された平

成９年１月以降の期間であり、当時、Ｂ市及び社会保険事務所が発行する納

付書は共に電子計算機により作成されており、国民年金保険料の収納処理も

光学式文字読取装置（ＯＣＲ）により行われているなど、事務処理の機械化

が図られていることから、納付記録漏れの可能性は低いと考えられる。 

このほか、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



近畿（京都）国民年金 事案 6697 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 37年３月までの期間、38年７月から 39年３月

までの期間、40年１月から同年３月までの期間、45年７月から 46年３月まで

の期間及び 58 年６月から同年９月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

           ② 昭和 38年７月から 39年３月まで 

           ③ 昭和 40年１月から同年３月まで 

           ④ 昭和 45年７月から 46年３月まで 

           ⑤ 昭和 58年６月から同年９月まで 

私は、夫が社会保険事務所（当時）に出向いた際、同事務所の窓口担当

者から、夫婦共に国民年金保険料の未納があり、夫については納付しない

と年金がもらえないこと、また、未納の保険料額は夫婦二人分で 38万円ぐ

らいであることを聞いた。 

その未納期間はどの期間であったかは分からないが、私が「これで全額

ですか。」と尋ねると、その担当者は「これで全額です。」と答えたこと

をハッキリと覚えている。 

その場で、窓口の担当者に言われた国民年金保険料額を全部納付したの

で、申立期間①から⑤までの国民年金保険料は納付済みのはずである。 

申立期間①から⑤までの国民年金保険料が未納とされていることは納得

できないので、よく調べてほしい。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「夫が社会保険事務所の窓口において、どの未納期間であったか

は分からないが、未納とされていた夫婦二人分の国民年金保険料として 38万

円ぐらいを一括して納付したことから、申立期間①から⑤までの保険料は納

付済みのはずである。」旨陳述している。 



しかし、申立人が記憶する未納期間の国民年金保険料を一括して納付した

時期について、申立人は、その夫が昭和 63年の数年前の年末であったとして

いるところ、申立人及びその夫に係る国民年金被保険者台帳、オンライン記

録及びＡ県Ｂ市の収滞納リストによると、ⅰ）申立期間⑤直後の 58 年 10 月

から 60 年３月までの期間が過年度納付されていること、ⅱ）58 年 10 月の保

険料の時効による納付の期限が 61年１月末日であること、ⅲ）60 年４月から

同年 12月までの期間の保険料が 61年２月 22日に一括して納付されているこ

とが確認できることなどから判断すると、申立人の記憶する一括納付の時期

は同年１月頃と考えられ、当該納付時点では、申立期間①から⑤までの各保

険料は、既に時効が成立しているため納付することができない。 

また、申立期間①から⑤までの各国民年金保険料について、国民年金手帳

記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 36 年 10

月に夫婦連番で払い出されたことが確認できることから、当該期間はいずれ

もその当時において現年度納付が可能であったものと考えられるところ、申

立人は、集金人に納付したと陳述するのみで、具体的な納付方法等の記憶は

無いとしている。 

さらに、申立人は、国民年金保険料は夫婦一緒に納付していたと陳述して

いるところ、申立人の夫についても申立期間①から⑤までと同じ期間が未納

とされていることがオンライン記録により確認できる上、申立期間は５回で

合計 37か月に及んでおり、申立人及びその夫について、複数回また長期間に

わたり年金記録がいずれも欠落することは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間①から⑤までの国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに当該期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



近畿（京都）国民年金 事案 6698 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年４月から４年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年４月から４年２月まで 

 私が大学生のときはＡ国籍であったため、帰化申請について法務局で相

談したところ、担当職員に、「大学生は、国民年金に加入する義務がある。」

と言われたことから、平成４年５月頃、母が、Ｂ県Ｃ市役所に出向き、私

の国民年金の加入手続を行った。 

その際、申立期間の国民年金保険料を含む３年分の保険料についても母

がＣ市役所の窓口で一括納付してくれ、その金額は 32万円ぐらいであった

と母から聞いている。 

それなのに、申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により確認できる申立人の国民年金手帳記号番号前後の被

保険者の資格記録から判断すると、申立人に係る国民年金の加入手続時期は、

平成６年３月頃と推認され、申立人の母が４年５月頃に加入手続を行ったと

する申立内容はこのことと符合しない。 

また、前述の平成６年３月の加入手続時点において、申立期間のうち、４

年１月以前の期間は、制度上、時効により国民年金保険料を納付することが

できない期間であり、同年２月の保険料は過年度納付することが可能である

ものの、申立人の母は、申立期間の保険料はＣ市役所の窓口で納付したと申

し立てているところ、同市では、国庫金となる過年度保険料を収納すること

はなかったとしており、このことも申立内容とは符合しない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するためには、申立人

が現在所持する年金手帳に記載の国民年金手帳記号番号とは別の手帳記号番

号が申立期間当時に払い出されている必要があるところ、国民年金手帳記号



番号払出簿検索システム及びオンライン記録により、帰化前の氏名を含む各

種の氏名を複数の読み方で検索したが、申立人に対して別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人及びその母が申立期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



近畿（大阪）国民年金 事案 6699 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 14年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年２月及び同年３月 

私は、国民年金の加入手続については覚えていないが、会社を退職後の

平成 14 年２月頃に、自宅に届いた納付書をＡ県Ｂ市Ｃ区役所に持参し、同

区役所の窓口で何かの保険料を納付したことを覚えており、これが申立期間

の国民年金保険料であったと思う。 

国民年金の記録では、申立期間が未納とされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、送付された納付書により

Ｃ区役所の窓口で納付したとしているところ、｢Ｃ区役所で何かを納付した記

憶はあるが、これが国民年金保険料であったかどうか、はっきりと覚えてい

ない。｣旨陳述するなど、申立期間に係る国民年金の加入手続及び保険料の納

付方法等について、申立人の記憶は定かでない。 

また、申立人に係るオンライン記録によると、平成 16 年２月 12 日付けで

過年度納付書が作成されたことが確認できるところ、申立人には申立期間の

ほかに国民年金保険料の未納期間が無いことから、当該納付書は申立期間に

ついて作成されたものと推認でき、この場合、当該納付書により申立期間の

保険料を過年度納付することが可能であるが、申立人から、申立期間の保険

料を遡って納付した旨の陳述は無い。 

さらに、申立期間は、基礎年金番号制度が導入された平成９年１月以降の

期間であり、年金記録業務のオンライン化、電算機による納付書作成、光学

式文字読取機（ＯＣＲ）による領収済通知書記載内容の入力等、事務処理の

機械化が図られたことにより、記録漏れ、記録誤り等が生じる可能性が少な

くなっている上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



近畿（和歌山）国民年金 事案 6700 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61年７月から 62年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年７月から 62年３月まで 

 私は、会社を退職した後、夫の仕事の手伝いなどで忙しく、国民年金の加

入手続を遅れて行ったため国民年金保険料の未納期間が生じたが、保険料は

過去の経験上、２年間遡って納付することができることを知っていたので、

その旨をＡ県Ｂ市に申出をし、同市の保険料の納付書とは別の手書きの納付

書の交付を受け、申立期間の保険料を昭和 63 年１月頃に同市役所の窓口に

おいて遡って現金で一括納付した。 

 申立期間が未納とされていることに納得できない。 

   

   

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、今回の申立てと同一の期間を申立期間として、年金記録確認和歌

山地方第三者委員会(当時)に厚生年金保険の記録確認申立てを行ったが、同委

員会の決定に基づき、平成 23年 12月７日付けで、年金記録の訂正は必要でな

いとする通知が行われているところ、今回、「前回の厚生年金保険に係る申立

ては、私の記憶違いであり、当該期間については国民年金保険料を遡って納付

した。」と主張を大きく変更し申立てに至っており、申立人の当該期間に係る

記憶が明確なものとは言い難い。 

また、Ｂ市の国民年金被保険者名簿によると、申立期間のうち、昭和 61 年

７月は未加入期間であり、同年８月から 62 年３月までの期間は未納を示す空

白となっており、オンライン記録と一致している上、61 年７月に係る国民年

金保険料は、未加入期間のため、制度上、納付することができない。 

さらに、オンライン記録によると、昭和 63年８月 10日に過年度の国民年金

保険料に係る納付書が発行されていることが確認できることから、当該納付書

発行時点において、申立期間の保険料は納付されていなかったことがうかがわ



れる。 

加えて、申立人は、当時受け取ったと記憶する申立期間に係る「Ｂ市役所 領

収済」の記載のある領収書の様式を手書きして提出しているが、申立人が主張

する昭和 63 年１月頃に申立期間の国民年金保険料を納付するに当たっては、

過年度保険料となり、国庫金として収納されることから、「Ｂ市役所 領収済」

と記載された領収書が発行されたとは考え難い。 

このほか、申立期間当時の国民年金保険料の収納事務は電算化が図られ、記

録漏れが生じる可能性は低かったものと考えられる。 

  その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。

 



近畿（大阪）国民年金 事案 6701 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 12 年４月、同年５月及び同年９月の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和 53年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 12年４月及び同年５月 

            ② 平成 12年９月 

   私の国民年金について、母親から、平成 10 年８月頃に、私の年金手帳と

国民年金保険料の納付書が郵送されてきたが、２年ぐらいは保険料を納付し

ておらず、その後に過去の未納分の保険料の督促を受けた頃、事故等による

障害年金のことも考え、私の保険料の納付を始めることにしたが、未納分の

保険料を一度に納付することが困難であったので、１か月分ずつの分割によ

る納付に変更してもらい、現年度保険料と一緒に約２年間毎月納付していた

と聞いている。 

   私は、申立期間①及び②の国民年金保険料の納付には関与していないが、

前後の期間の保険料が納付済みとなっているにもかかわらず、申立期間①及

び②の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「母親から、過去の未納分の国民年金保険料を、現年度保険料と

一緒に毎月１か月分ずつ過年度納付していたと聞いている。」と主張している。 

 しかしながら、オンライン記録によると、平成 10年 10月から 12年２月ま

での期間、同年６月及び同年８月の国民年金保険料が過年度納付された日と同

日に現年度保険料が納付されていることが確認できるが、10年８月及び 12年

７月の保険料が過年度納付された月については現年度保険料の納付は見当た

らず、10年９月及び 12年３月の過年度保険料は同じ月に納付された現年度保

険料とは納付日が相違していることから、必ずしも過去の未納となっている保

険料と現年度保険料を毎月一緒に納付していなかったことがうかがえる。 

 また、申立期間②の国民年金保険料は、前後の納付状況を踏まえると、平成

  

  



14年 10月に過年度納付されることとなるが、オンライン記録によると、同年

10 月時点における保険料の納付は確認できず、直後の同年 11 月 25 日に同年

10 月の保険料が現年度納付されているものの、当該納付時点において、申立

期間②の保険料は時効により納付することができない上、当該期間の保険料は、

遡って保険料の納付を開始した当初に現年度納付することも可能であるが、申

立人の保険料の納付を担っていたとする申立人の母親は、「保険料の納付の開

始月を覚えていない。」と陳述しており、当該期間の保険料を現年度納付した

ことをうかがわせる具体的な陳述を得ることができなかった。 

  さらに、申立人の母親は、「申立人の申立期間①及び②の国民年金保険料を

Ａ金融機関、Ｂ金融機関Ｃ支店及び自宅近くの郵便局のいずれかで納付書によ

り納付した。」としているところ、いずれの金融機関も保険料の領収に係る記

録等の保管期限は 10 年としており記録を確認することはできない上、日本年

金機構Ｄブロック本部Ｅ事務センターは、「保険料の領収済通知書の保管期限

は３年のため残っていない。」と回答していることから、申立人に係る当該期

間の保険料の納付状況を確認することはできない。 

  加えて、申立期間①及び②は、平成９年１月に基礎年金番号制度が導入され

た後の期間であり、基礎年金番号に基づき、国民年金保険料収納事務等の電算

化が図られていた状況下において、当該期間の記録管理が適正に行われていな

かった可能性は低いものと考えられる。 

  このほか、申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料の納付には関与し

ておらず、申立人の母親から当該期間の保険料の納付をめぐる事情を酌み取ろ

うとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

  その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。

 

 

 

 



近畿（滋賀）国民年金 事案 6702 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52年４月から同年 10月までの国民年金保険料については、重

複して納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から同年 10月まで 

  私は、Ａ社(現在は、Ｂ社)に勤務していた頃に実家を出てＣ県Ｄ市Ｅ町に

住んでおり、国民年金については、昭和 52 年４月に同社を退職後、すぐに

同市役所において加入手続を行うとともに、国民年金保険料の納付を開始し、

申立期間の保険料を納付した。 

  一方、母も、Ａ社から私が退職したことを聞き、Ｃ県Ｆ市(現在は、Ｇ市)

役所において、私の国民年金の加入手続を行うとともに、国民年金保険料の

納付を開始した。しばらくして私が母と連絡を取るようになったことから、

母は私の指摘で保険料の重複納付に気付き、納付をやめて年金手帳を私に渡

してくれた。その後、再婚に伴いＤ市Ｈ町に住所を移した。申立期間に係る

保険料を私と重複して納付してくれていたにもかかわらず、国の記録による

と、私と母が重複して納付したことになっていない。 

  国民年金保険料を重複して納付したことは、当時、私の手元に年金手帳が

２冊(１冊は私が加入手続をした際交付されたもの、他の１冊は母から渡さ

れたもの)あったことからも明らかである。年金事務所及びＤ市は、「住民

票のある市町村でしか保険料は納付できない。」と言っているが信用できな

い。重複納付した申立期間の保険料が還付されないことに納得できない。 

  また、申立期間の国民年金保険料の重複納付に気付いた際、Ｉ社会保険事

務所(当時)に別番号の２冊の年金手帳を持参し、保険料の還付を求めたが、

窓口の職員に「年を取り年金を受給する時に精算する。」と言われた。 

  当時は濃い赤色の年金手帳を２冊持っていたが、後に、社会保険事務所（当

時）に回収され、現在持っている２冊の年金手帳が郵送されてきた。２冊と

も、同じ国民年金の加入日(資格取得日)及び国民年金手帳記号番号が記載さ

れているが、当該加入日及び手帳記号番号は後日改ざんされたものである。 

  

  

  

  

  



 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身の国民年金の加入手続について、申立人の母親はＦ市におい

て、申立人はＤ市においてそれぞれ行い、申立期間の国民年金保険料もそれぞ

れ納付したと申し立てているところ、国民年金手帳記号番号払出簿によると、

申立人に係る国民年金手帳記号番号は、Ｆ市において昭和 52 年５月２日に払

い出されている上、申立人に係る当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳

を見ると、申立人の当初の住所は同市、同年 10月 22日からはＤ市となってお

り、申立期間の保険料は納付済みとなっていることが確認できることから、本

件申立ては、同年４月から同年９月までの期間については、申立人の同市にお

ける保険料納付、同年 10 月については申立人の母親のＦ市における保険料納

付が審議の対象となる。申立期間のうち、同年４月から同年９月までの期間に

ついて、申立人が申立てどおり、Ｄ市において当該期間の保険料を納付するた

めには、別の手帳記号番号が払い出されていることが必要となるが、特殊台帳

を見ても、別の手帳記号番号の存在をうかがわせる記載は見当たらない上、オ

ンライン記録により各種の氏名検索を行うとともに、当時の同市に係る手帳記

号番号払出簿の視認による縦覧調査を行ったが、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらないことから、申立人が同市

において、当該期間の保険料を納付することは、制度上、困難であったことが

うかがえる。 

また、申立人は、「私は、Ａ社を退職した時、Ｄ市に住んでいたので、同市

役所へ出向いたところ、同市では住民票を確認することなく私の国民年金の加

入届を受け付け、国民年金保険料を収納した。」と主張しているが、戸籍の附

票及び特殊台帳とも、申立人の住所がＦ市からＤ市に変更されたのは昭和 52

年 10月 22日となっている上、同市も、当時の状況について、「当市では申立

期間当時、住民登録の後、初めて国民年金への加入が可能となるため、窓口で

は、まず市民課において住民票の転入届出を行った後に再度窓口に来ていただ

くように案内していた。また、何らかの事情により加入届を受け付け、当市に

おいて国民年金手帳記号番号を払い出した場合であっても、住民登録の無い方

に保険料の納付書を発行することは考えられない。」と説明していることから、

申立期間のうち、同年４月から同年９月までの期間について、住民登録の無い

Ｄ市において申立人が保険料を納付することは困難である。 

さらに、申立期間のうち、昭和 50年 10月について、申立人は、「当該期間

については、私の国民年金保険料を母がＦ市において納付してくれた。」と主

張しているが、申立人の母親は既に死亡しており、陳述を得ることができない

上、申立人も、同市における当該期間に係る保険料納付について関与しておら

ず具体的なことは分からないとしていることから、当該期間の保険料納付につ

いて具体的な状況を確認することができない。 



加えて、申立人は、「申立期間の国民年金保険料について重複納付していた

ことは、当時、私の手元に、Ｄ市で加入手続をした際に交付された１冊及び母

から手渡されたＦ市交付の１冊の２冊の年金手帳を所持していたことからも

明らかである。」と主張しているが、申立人が現在所持している２冊の年金手

帳に記載されている国民年金手帳記号番号は同一であり、そのほかに当該２冊

の年金手帳からは申立期間の保険料が重複して納付されたことをうかがわせ

る記載は見当たらない。 

このほか、申立人から申立期間の国民年金保険料納付をめぐる事情を酌み取

ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を重複して納付していたものと認めることはできない。 

 

 



近畿（滋賀）厚生年金 事案 14714 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 33年 10月 20日から 35年８月１日まで 

  年金の受給手続を行った際に、Ａ社における厚生年金保険の資格喪失日が

実際の退職時期と異なっていることが分かった。 

  Ａ社には、はっきり覚えていないが、昭和 35 年７月まで勤務していたの

に、同社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、33 年 10 月 20 日

となっている。 

申立期間にＡ社の事務員であった妻と結婚したが、妻は、当時私の給与

から厚生年金保険料を控除し、預り金として経理処理していたとしている。 

申立期間に厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間にＡ社において厚生年金保険の加入記録がある同僚のうち、住所が

判明した８人に申立人の勤務状況等について照会したところ、７人から回答を

得たが、申立人が申立期間に同社に勤務していたとする具体的な陳述は、誰か

らも得られなかった上、同社の現在の事業主は、「申立人が結婚した時には、

申立人は当社に勤務していなかったと思う。」旨陳述している。 

また、Ａ社は、「申立期間当時の事業主は死亡しており、申立期間に係る人

事資料等については保管していない。」旨回答していることから、申立人の申

立期間における勤務状況及び保険料控除について確認することができない。 

さらに、申立人は、「Ａ社を退職した時、当時の事業主の息子で現在の事業

主は中学生であった。」旨陳述しているが、上述の現在の事業主は、「申立人が

当社を退職した時、私は中学生であったと思う。」旨陳述しているところ、同

人の生年月日から判断すると、同人が中学生であった期間は昭和 31 年４月か

ら 34 年３月までの期間であり、このことからすると、申立人が記憶する同社



の退職時期と申立期間の終期とは一致しない。 

加えて、申立人の妻は、申立期間のうち、昭和 33 年１月頃から１年間ほど

の期間、自身がＡ社において給与計算業務を行っており、申立人の給与から厚

生年金保険料を控除していたと主張しているが、申立人の妻について同社にお

ける厚生年金保険被保険者記録が確認できない上、同社及び複数の同僚からは、

同社における申立人の妻に係る勤務期間及び業務内容に関する関連資料及び

陳述を得ることができないことから、同社において申立人の妻が、給与計算業

務に従事していたとする期間を特定することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



近畿（兵庫）厚生年金 事案 14715 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年 10月１日から 32年１月 31日まで 

           ② 昭和 32年４月１日から 37年８月 19日まで 

  年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した申立期間①と、Ｂ社に勤務

した申立期間②の厚生年金保険の加入記録が脱退手当金受給済みの期間と

なっていることが分かった。 

  Ｂ社は、結婚準備のために退職したが、私は同社退職後に、脱退手当金を

請求した記憶は無く、受給もしていないので、申立期間について厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

  

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金は、申立人のＢ社における厚生年金保険被保険者

の資格喪失日から約５か月後の昭和 38 年１月 22 日に支給決定されている上

支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

、

 

 




